
徳
島
県
規
則
第
十
七
号

徳
島
県
漁
港
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
三
月
十
九
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

徳
島
県
漁
港
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
漁
港
管
理
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
徳
島
県
規
則
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
三
条
中
「
漁
港
漁
場
整
備
法
」
を
「
漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
又
は
条
例
」
を
「
若
し
く
は
条
例
」
に
改
め
、
「
受
け
た
者
」
の
下
に
「
又
は
法
第
四
十

三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
認
定
計
画
実
施
者
（
法
第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
計
画
に
お
い
て

法
第
四
十
二
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
（
水
面
又
は
土
地
の
占
用
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
又
は
法
第
五
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
者
に
限
る
。
）
」
を
加
え
る
。

第
八
条
第
三
号
中
「
第
三
十
八
条
」
を
「
第
三
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
号
及
び
様
式
第
三
号
中
「

」
を
「

」
に
、
「漁

港
漁
場
整
備
法

」
を
「漁

港
及
び
漁
場

，
、

の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

」
に
改
め
る
。

様
式
第
四
号
中
「

」
を
「

」
に
、
「漁

港
漁
場
整
備
法
第
３
８
条

」
を
「漁

港
及
び
漁
場
の
整
備

，
、

等
に
関
す
る
法
律
第
３
８
条
第
１
項

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


